
平成29年10月から、

尼崎市の移動支援サービスの

運用が変わります。
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① 支給決定基準（ガイドライン）の

運用について
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う ん よ う

ガイドラインの運用について①

Ｑ１：そもそもガイドライン（支給決定基準）って何ですか？

移動支援サービスをご利用いただける対象者やサービス

の対象となる外出の範囲、支給量等について、本市の基準

を定めたものです。

Ｑ２：ガイドラインは何のために作成されたのですか？

利用者や事業者の皆さまに、本市の移動支援サービスの

基準をあらかじめお示しし、誰もが分かりやすいサービス

とすることで、公平かつ適正なサービス給付を行うために

作成したものです。

３

うんよう
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なん さくせい

いどうしえん りよう たいしょうしゃ

たいしょう はんいがいしゅつ しきゅうりょうなど ほんし きじゅん

さだ

りようしゃ じぎょうしゃ みな ほんし いどうしえん

きじゅん しめ だれ わ

こうへい てきせい きゅうふ おこな

さくせい



ガイドラインの運用について②

Ｑ３：ガイドラインには、どのようなことが定められているの

ですか？

移動支援サービスを支給決定するにあたり、必要となる

次の４つの事項について、本市の基準を定めています。

① サービス内容（対象の範囲、対象となる・ならない外出）

② Ｑ＆Ａ（利用条件や例外的に利用できる場合の具体例など）

③ 対象者（支給対象となる人の条件）

④ 支給量（標準基準時間など）

４☆ 詳しい内容は、同封の「尼崎市移動支援事業支給決定基準」をごらんください。
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ガイドラインの運用について③

Ｑ４：ガイドラインが運用されると、今までと何が変わるの

ですか？

平成29年10月から運用を始めるガイドラインについては、

大きくサービス内容や利用条件などを変更しています。

例えば、これまで移動支援サービスの利用にあたっては、

「自宅から出発して自宅まで戻ること（ﾄﾞｱ・ﾂｰ・ﾄﾞｱ）」を

原則としていましたが、ガイドラインの運用後は、外出先

からサービスを開始することや、外出先までのサービスの

利用も可能になるなど、今までよりも使いやすい移動支援

サービスに変わります。

５☆ 詳しい内容は、同封の「尼崎市移動支援事業支給決定基準」をごらんください。
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ガイドラインの運用について④

Ｑ５：昨年の12月に、「ガイドライン（案）」が送付されま

したが、その時から何か内容が変わったのですか？

利用者の皆さまからご質問やご要望が多かった外出例など

について、改めて協議を重ね、修正しています。

例えば「通年かつ長期にわたる外出」については、具体的

に、どのような外出が該当するのか分かりにくかったため、

今回、その考え方を詳細に記載するよう修正しています。

また、「飲酒等を伴う外出」については、利用できる場合

の想定を「Ｑ＆Ａ」に整理しており、その条件等を満たして

いる場合は、サービスを利用することができます。

６☆ 詳しい内容は、同封の「尼崎市移動支援事業支給決定基準」をごらんください。
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ガイドラインの運用について⑤

Ｑ６：「通年かつ長期にわたる外出」の詳細な考え方とは、

どのようなものですか？

「通年かつ長期にわたる外出」については、「散歩や公園

内での軽易な運動等」であれば、定期的で継続した外出で

あっても、利用を認めていきます。

また、「就労継続支援の開始時の通所訓練」や「事業所等

の帰りに自宅に戻らず、そのまま移動支援サービスを利用し

て外出すること」についても、利用できる場合の想定を

「Ｑ＆Ａ」に整理しており、その条件等を満たしている場合

は、サービスを利用することができます。

７☆ 詳しい内容は、同封の「尼崎市移動支援事業支給決定基準」をごらんください。
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② 移動支援の区分と報酬単価の変更

について
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移動支援の区分と報酬単価について①

Ｑ７：移動支援の区分は、どのように変わるのですか？

移動支援サービスの区分については、平成29年10月から、障害支援

区分（※）や移動に必要な支援の度合いなどを考慮して、次のとおり、

新たに３つの区分に変更します。

９

現行の区分（旧）

身体介護を伴う

身体介護を伴わない

新たな区分（新） 対象となる者

重度移動支援区分
「重度訪問介護」または

「行動援護」の対象相当の人

障害支援高区分 障害支援区分４・５・６の人

障害支援低区分 障害支援区分なし・１・２・３の人

※ 障害支援区分とは、障害福祉サービス（介護給付）を利用（申請）するにあたり、市町村が

認定する区分となります。
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あらた くぶん へんこう

しょうがいしえんこうくぶん

しょうがいしえんていくぶん

じゅうどほうもんかいご

こうどうえんご たいしょうそうとう ひと

ひと

ひと

しょうがいしえんくぶん

しょうがいしえんくぶん

あら くぶん しん ものたいしょう

しょうがいしえんくぶん しょうがいふくし かいごきゅうふ りよう しんせい しちょうそん

にんてい くぶん



移動支援の区分と報酬単価について②

新たな区分 報酬単価 備考

重度移動

支援区分

2,978円
早朝・夜間

・深夜加算

なし

障害支援

高区分

2,554円

障害支援

低区分

2,130円

現行の区分 報酬単価 備考

身体介護を

伴う
4,239円

早朝・夜間

・深夜加算

あり身体介護を

伴わない
1,590円

Ｑ８：報酬単価は、どのように変わるのですか？

事業所に支払う各区分の報酬単価（※）は、次のとおりとなります。
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じゅうどいどう

しえんくぶん

※ 上の表にある報酬単価は、「30分以上１時間未満」のサービス提供にかかる金額を例示しています。

報酬単価はサービス提供時間が30分増すごとに段階的に上がります（「７時間30分以上」が上限）。

なお、利用者負担が発生している人（市民税課税世帯の人）については、これまでどおり報酬単価の

１割が、原則として利用者負担額となります。
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げんこう くぶん ほうしゅうたんか びこう ほうしゅうたんか びこうあら くぶん

うえ ひょう ほうしゅうたんか ふんいじょう じかんみまん ていきょう きんがく れいじ

ほうしゅうたんか ていきょうじかん ふん ま だんかいてき あ じかん ふんいじょう じょうげん
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③ 受給者証の取り扱いについて

11

じゅきゅうしゃしょう と あつか



受給者証の取り扱いについて

Ｑ９：今持っている受給者証は使えなくなるのですか？

新たな移動支援の区分が、

「障害支援低区分（障害支援区分なし・１・２・３の人）」

または「障害支援高区分（障害支援区分４・５・６の人）」

となる人は、現在お持ちの受給者証を、平成29年10月以降

も継続して使っていただけます。

ただし、新たな移動支援の区分が「重度移動支援区分」

となる人については、受給者証の書き換えが必要（※）と

なりますので、手続きをお願い致します。
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しょうがいしえんていくぶん

※ 「重度移動支援区分」となる人には、「お知らせ（受給者証の書き換えについて）」を

同封していますので、手続きの方法や期限等については、そちらをご確認願います。
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じゅきゅうしゃしょう あつかと

じゅきゅうしゃしょういま も つか
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けいぞく つか
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障害者自立支援事業担当

電 話 ：０６－６４８９－６３５２

ﾌｧｯｸｽ：０６－６４８９－６３５１

保健所疾病対策課

電 話 ：０６－４８６９－３０５３

ﾌｧｯｸｽ：０６－４８６９－３０５７

お問い合わせ先

移動支援サービスの運用変更にご協力いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。
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